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　我が国では、これまで、こどもに関する様々な施策の充実に取り組んできました
が、少子化の進行、人口減少に歯止めがかかっておらず、加えて、児童虐待相談や不
登校の件数が過去最多になるなど、こどもを取り巻く状況は大きく変化しており、今
後、さらに深刻さを増すことが懸念されています。
　このような状況の中、国においては、こどもの最善の利益を考え、こどもに関する
取り組みや政策を強化するために、令和５年４月に内閣府の外局として「こども家庭
庁」が設置されるとともに、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していく
ための包括的な基本法として「こども基本法」が施行されました。
　同年１２月には、これまで別々に作成・推進されてきた「少子化社会対策大綱」、

「子供・若者育成支援推進大綱」及び「子供の貧困対策に関する大綱」を一つに束
ね、こども施策に関する基本的な方針や重要事項等を一元的に定めた「こども大
綱」が閣議決定され、全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に将来にわたっ
て幸せな状態（ウェルビーイング）で生活を送ることができる『こどもまんなか社会』
の実現を目指すことが示されました。
　蒲郡市（以下「本市」という。）においては、「子ども・子育て支援法」に基づき、平成
２７年３月に「蒲郡市子ども・子育て支援事業計画」、令和２年３月に「第２期蒲郡市
子ども・子育て支援事業計画」を策定し、『みんなで育てよう 子どもの笑顔 かがやく
まち 蒲郡』の基本理念のもと、豊かな自然と共生し、地域で安心して子育てをするこ
とができるまちづくりを目指したこども・子育て支援施策を推進してきました。
　この度、「第２期蒲郡市子ども・子育て支援事業計画」が令和６年度で終期を迎え
ることから、引き続き、こども・若者・子育て世代を切れ目なく支援する施策を展開す
るため、「こども基本法」に基づき、国の「こども大綱」と愛知県の「あいち はぐみんプ
ラン」を勘案して策定する「こども計画」に「子ども・子育て支援事業計画」、「子ども
の貧困対策計画」、「子ども・若者計画」及び「次世代育成支援行動計画」等を一体
化した新たな計画となる「こども総合計画」（以下「本計画」という。）を策定します。
　なお、本計画は、国や愛知県の動向、これまでの本市の教育・保育・福祉に関する
施策の実施状況、令和５年度に実施した「蒲郡市子ども・子育て支援に関する基礎
調査」及び令和６年度に実施した「こども・若者アンケート調査」の結果におけるこど
も・若者・子育て世代からの意見等を踏まえるとともに、計画の点検・評価を行い、
変化する社会経済情勢等に対応し、総合的かつ計画的にこども・若者・子育て支援
施策を推進していきます。

1 計画策定の背景
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2 国の動向

こどもや子育て家庭を取り巻く状況は変化しています。
国では、このような状況に対応した法律や制度の整備、新たなプランの策定・実行を進めています。

◼️こども・子育てに関する法律、制度等
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1 ダミーテキスト
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